
 

  

北アルプス山麓ブランド販売協力店認定要綱  

  

  

 

（目 的） 

 第１条 北アルプス山麓ブランドの趣旨に賛同し、ブランド認定品の販売促進活動に積極的に協

力する販売店を「北アルプス山麓ブランド販売協力店」（以下「販売協力店」という。）として認定し、

ブランド認定品の周知と販売の促進を図る。 

 

 （認定条件） 

第２条 北アルプス山麓ブランドの趣旨に賛同し、ブランド認定品の販売を通して広報活動や販売

活動を積極的に行う販売店であること。 

２ 北アルプス山麓農畜産物ブランド運営委員会（以下「運営委員会」という。）及び北アルプス山麓

ブランド認定事業者協議会が行う販売促進活動等に、協力する販売店であ 

ること。 

 

（申請手続き・審査）） 

第３条 認定を受けようとする販売店は、「北アルプス山麓ブランド販売協力店認定申請書」（様式

第１号）に必要事項を記入の上、運営委員会へ提出しなければならない。 

２ 運営委員会は、申請内容を審査するほか、必要に応じて販売店からの意見聴取、現地調査を

行う。 

 

（決定・認定証の交付） 

第４条  運営委員会は、販売店を販売協力店として認定した場合は、当該販売店に「販売協力店

認定証」（以下「認定証」という。）を交付する。 

２ 運営委員会は、前項の認定に際し、必要と認める条件を付すことができる。 

３ 運営委員会は、認定条件に適合しないと認めたときは、理由を付してその旨を当該販売店に通

知する。 

４ 運営委員会は、認定された販売協力店を公表するとともに、その他必要な事項を管理する。 

５ 販売協力店は、認定の取り消し、辞退があった場合は、速やかに認定証を返還するものとす

る。 

 

（認定の表示） 

第５条  認定を受けた販売店は、販売協力店に認定を受けた旨の表示をすることができる。 

 

（認定を受けた者の責務） 

第６条 認定を受けた販売店は、この要綱の規定を誠実に遵守するともに、北アルプス山麓ブラン

ドの趣旨に従い、ブランド認定品の販売活動や広報活動を積極的に行い、北アルプス山麓地域の

イメージ向上に努めなければならない。 

２ 認定品の販売等において事故等の問題が生じたときは、直ちに運営委員会に報告しなければ



ならない。 

（認定の有効期限及び再認定） 

第７条 前条第１項に規定する認定の有効期限は、認定した日から３年間とする。 

２ 前項に規定する認定の有効期限の１月前までに、辞退の申し出がない場合は自動的に更新さ

れる。 

 

（認定内容の変更） 

第８条 販売協力店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに運営委員会に「北アル

プス山麓ブランド販売協力店変更申請書」（様式第２号）を提出しなければならない。 

（１） 販売店の名称若しくは代表者を変更したとき、または住所等を変更したとき。 

（２） 販売商品を著しく変更したとき。 

（３） その他、認定申請書の記載事項等に変更が生じたとき。 

 

（認定の辞退） 

第９条 販売協力店は、認定条件を満たさなくなった場合、認定の更新を希望しない場合は、「北ア

ルプス山麓ブランド販売協力店辞退届書」（様式第３号）を運営委員会に提出するものとする。 

 

 （認定の取り消し） 

 第１０条 運営委員会は、販売協力店が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消す

ことができる。 

（１） 認定条件に適合しなくなったと認められるとき。 

（２） 虚偽の申請により認定を受けたとき。 

（３） その他制度の信頼性を著しく損なうなど、運用に重大な支障を及ぼす行為があったとき。 

 ２ 運営委員会は、認定の取り消しがあったときは、当該販売協力店へ通知するとともに、その販

売協力店を公表することができる。 

 

（販売協力店への支援） 

第１１条 運営委員会は、販売協力店の販売促進を図るため、次の各号の支援を行うものとする。 

（１）北アルプス山麓ブランド等のホームページに掲載し紹介する。 

（２）展示会、イベント、マスコミ等を通じて、広報を行う。 

（３）販売促進広報ツールの販売、貸し出しを行う。 

（４）北アルプス山麓ブランドに係わる情報を、提供する。 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。 

 

 

附則 

 この要綱は平成２０年１１月１７日から施行する。 

 

 

 

 



 （様式第１号） 

 

平成  年  月  日 

 

北アルプス山麓農畜産物ブランド運営委員会 

委 員 長   宮 澤  敏 文 様 

 

 

                  申請者名 

代表者職名 

代表者名              ㊞ 

 

 

北アルプス山麓ブランド販売協力店認定申請書 

 

 北アルプス山麓ブランド販売協力店認定要綱第３条１項の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

販売店名  

店代表者職名  店代表者氏名  

所 在 地 

〒  

電話番号  FAX 番号  

E-mail アドレス  

ホームページ 
アドレス 

 

営業時間  定休日  

申請担当者職名  申請担当者名  

店頭販売する 

北アルプス山麓 

ブランド認定品 

１               ５  

 

２               ６  

 

３               ７  

 

４               ８  

希望する販売 

促進ツール 

店頭幕        組      ポスター       枚 

生産地用プレート     組      パンフレット     枚 

        

 


